
独立行政法人工業所有権情報・研修館 第六期中期目標 新旧対照表 

（経済産業省） 

第六期中期目標（変更案） 第六期中期目標（現行） 

独立行政法人工業所有権情報・研修館 

第六期中期目標 

令和６年２月  

改訂令和６年 月 

経 済 産 業 省

独立行政法人工業所有権情報・研修館 第六期中期目標 目次 
（略） 

Ⅰ 政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション） 
＜法人の使命＞ 

独立行政法人工業所有権情報・研修館（以下「ＩＮＰＩＴ」という。）は、発明、実用新案、意匠及

び商標に関する公報、審査及び審判に関する文献その他の工業所有権に関する情報の収集、整理及

び提供、特許法（昭和３４年法律第１２１号）上の中小企業者及び試験研究機関等に対する工業所有

権の保護及び利用に関する助言及び助成並びに特許庁の職員その他の工業所有権に関する業務に従

事する者に対する研修を行うこと等により、工業所有権の保護及び利用の促進を図ることを目的とし

ている。 

＜政策を取り巻く環境の変化＞ 
デジタル化とグリーン化の競争に対応し、新型コロナウイルス感染症によりダメージを受けた日本

の経済を回復していくためには、イノベーションの力を最大限発揮する必要がある中、「スタート

アップ育成５か年計画（令和４年１１月２８日決定）」においては、スタートアップの起業加速を

通じて、日本にスタートアップを生み育てるエコシステムを創出すること、また、「知財推進計画

２０２３（令和５年６月決定）」では、企業における知財・無形資産の投資・活用が重要な鍵である

との認識の下、多様なプレイヤーが社会の知財・無形資産をフル活用できる経済社会への変革を目

指し、当該計画に基づく施策を着実に実行していくことが求められており、ＩＮＰＩＴが担うべき

役割も多数言及されている。 

さらに、ＩＮＰＩＴ法第十一条第六号に中小企業者・試験研究機関等に対する工業所有権の保護

及び利用に関する助言業務が明文化されるとともに第七号に助成業務が追加され、中小企業・スタ

ートアップの知財経営支援の中核機関としてさらなるワンストップ知財支援を実現することが期待

されている。また、産業競争力強化法において、第二十一条の十五で特定新需要開拓事業者への助

言、第三十四条の二第一項及び第二項で特定中堅企業者のうち事業再編計画の認定を受けた者に対す

独立行政法人工業所有権情報・研修館 

第六期中期目標 

令和６年２月 

経 済 産 業 省 

独立行政法人工業所有権情報・研修館 第六期中期目標 目次 
（略） 

Ⅰ 政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション） 
＜法人の使命＞ 

独立行政法人工業所有権情報・研修館（以下「ＩＮＰＩＴ」という。）は、独立行政法人工業所有

権情報・研修館法第三条にあるとおり、発明、実用新案、意匠及び商標に関する公報、審査及び審

判に関する文献その他の工業所有権に関する情報の収集、整理及び提供を行うとともに、特許庁の職

員その他の工業所有権に関する業務に従事する者に対する研修を行うこと等により、工業所有権の

保護及び利用の促進を図ることを目的としている。 

＜政策を取り巻く環境の変化＞ 
デジタル化とグリーン化の競争に対応し、新型コロナウイルス感染症によりダメージを受けた日

本の経済を回復していくためには、イノベーションの力を最大限発揮する必要がある中、「スター

トアップ育成５か年計画（令和４年１１月２８日決定）」においては、スタートアップの起業加速

を通じて、日本にスタートアップを生み育てるエコシステムを創出すること、また、「知財推進計

画２０２３（令和５年６月決定）」では、企業における知財・無形資産の投資・活用が重要な鍵で

あるとの認識の下、多様なプレイヤーが社会の知財・無形資産をフル活用できる経済社会への変革を

目指し、当該計画に基づく施策を着実に実行していくことが求められており、ＩＮＰＩＴが担うべき

役割も多数言及されている。 

資料２－１



第六期中期目標（変更案） 第六期中期目標（現行） 

る助言等を行うことが規定されるとともにＩＮＰＩＴ法第十一条第十号に当該業務が追加され、我が

国経済のけん引役である中堅企業・スタートアップに対して知財の観点から支援することが期待され

ている。 

＜法人の現状と役割＞ 
（略） 

Ⅱ 中期目標の期間 
令和６年４月１日～令和１０年３月３１日（４年間） 

Ⅲ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 
（略） 

１．知財エコシステムを支える知財課題発掘―知財形成―知財の戦略的活用のワンストップ
支援 
知財の課題発掘から知財の形成、知財の戦略的活用まで、関係機関とも連携しながらワンストップ

で支援する支援エコシステムを形成し、優れた技術を持つ中堅・中小・スタートアップ企業等の事業

成長、知財の海外流出対策、海外展開における知財戦略の構築や大学等の研究開発成果の社会実装に

向けた支援を行う。また、知財活用の成功事例の情報発信を効果的に行い、知財エコシステム形成に

寄与する。 

（１）関係機関との連携 
（略） 

（２）伴走支援と知財経営成功事例の創出 
中小企業、スタートアップ企業等の相談者のうち成長が期待できる有望企業に対して、ビジネス

モデル診断から知財戦略構築まで助言する伴走支援を行う。また、その成功事例を創出し、広く情

報発信を行い「知的財産経営」の自走に寄与する。 

さらに、イノベーションの促進及び新陳代謝に寄与するため、産業競争力強化法における特定中

堅企業者のうち事業再編計画の認定を受けた者に対しても、事業再編時の知財活用の観点から助言を

行う。 

（３）大学等の研究開発成果の社会実装等に向けた知財戦略策定等の支援 
大学等のシーズの社会実装を促進するため、社会実装までを視野に入れた知財戦略の策定、プロ

ジェクト当事者間の知財の取扱等に関する助言を行う。また、公的資金が投入された研究開発プロ

ジェクトを推進する研究開発機関等に対し、その成果が事業化・産業化につながるよう、研究開発

成果の出口・活用を見据えた知財の管理・権利化等を実現する知財戦略の策定等に関する助言を行

＜法人の現状と役割＞ 
（略） 

Ⅱ 中期目標の期間 
令和６年４月１日～令和１０年３月３１日（４年間） 

Ⅲ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 
（略） 

１．知財エコシステムを支える知財課題発掘―知財形成―知財の戦略的活用のワンストップ
支援 
知財の課題発掘から知財の形成、知財の戦略的活用まで、関係機関とも連携しながらワンストップ

で支援する支援エコシステムを形成し、優れた技術を持つ中堅・中小・スタートアップ企業等の事業

成長、知財の海外流出対策、海外展開における知財戦略の構築や大学等の研究開発成果の社会実装に

向けた支援を行う。また、知財活用の成功事例の情報発信を効果的に行い、知財エコシステム形成に

寄与する。 

（１）関係機関との連携 
（略） 

（２）伴走支援と知財経営成功事例の創出 
中小企業、スタートアップ企業等の相談者のうち成長が期待できる有望企業に対して、ビジネスモ

デル診断から知財戦略構築まで、伴走支援を行う。また、その成功事例を創出し、広く情報発信を

行い「知的財産経営」の自走に寄与する。 

（３）大学等の研究開発成果の社会実装等に向けた知財戦略策定等の支援 
大学等のシーズの社会実装を促進するため、社会実装までを視野に入れた知財戦略の策定、プロジ

ェクト当事者間の知的財産の取扱等に関する支援を行う。また、公的資金が投入された研究開発プ

ロジェクトを推進する研究開発機関等に対し、その成果が事業化・産業化につながるよう、研究開

発成果の出口・活用を見据えた知財の管理・権利化等を実現する知財戦略の策定等を支援する。 



第六期中期目標（変更案） 第六期中期目標（現行） 

う。 

さらに、イノベーションの促進及び新陳代謝に寄与するため、産業競争力強化法における特定新

需要開拓事業者に対しても、オープンクローズ戦略の策定に関し知財活用の観点から助言を行う。 

 

（４）工業所有権の保護及び利用を図るための助成 
特許法上の中小企業者・試験研究機機関等及び産業競争力強化法における認定事業再編事業者等で

ある特定中堅企業者に対する助成について、関係規定等を整備した上で事業を開始し、知財の戦略的

活用の支援強化を図る。 

 

【指標】 

（定量指標） 

指標１－１：（略） 

 

指標１－２：（略） 

 

指標１－３：伴走型支援を行った企業数について、中期目標期間終了時までに、累計２００社以上を

達成する。 

 

指標１－４：伴走型支援により事業成長上の効果が認められた企業数について、中期目標期間終了時

までに、累計５０社以上を達成する。（アウトカム指標）【困難度高】 

 

（定性指標） 

指標１－５：（略） 

 

指標１－６：（略） 

 

指標１－７：伴走型支援の成功事例は、知財の戦略的活用は“稼ぐ力”の向上に貢献するというＩＮ

ＰＩＴの使命を裏付ける証拠となるもの。単に支援実績をホームページで公表するだけ

に留めず、経営者の考え方の変化や、専門家チームとのやり取り、意見の相違から腹落

ちするまでのプロセス等を詳細に纏め、分かりやすく公衆に示すことにより、“稼ぐ力”

の向上に貢献する。 

 

指標１－８：中小企業者・試験研究機関等に対して、事業者の経営戦略や試験研究機関等の研究開発

の方向性も踏まえつつ知財の活用や課題解決に資する助言を行い、「知的財産経営」の自

走や研究開発成果の社会実装の促進に貢献する。 

 

指標１－９：産業競争力強化法における特定中堅企業者のうち事業再編計画の認定を受けた者及び特

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

【指標】 

（定量指標） 

指標１－１：（略） 

 

指標１－２：（略） 

 

指標１－３：伴走型支援を行った企業数について、中期目標期間終了時までに、累計２００社以上を

達成する。 

 

指標１－４：伴走型支援により事業成長上の効果が認められた企業数について、中期目標期間終了時

までに、累計５０社以上を達成する。（アウトカム指標）【困難度高】 

 

（定性指標） 

指標１－５：（略） 

 

指標１－６：（略） 

 

指標１－７：伴走型支援の成功事例は、知財の戦略的活用は“稼ぐ力”の向上に貢献するというＩＮ

ＰＩＴの使命を裏付ける証拠となるもの。単に支援実績をホームページで公表するだけ

に留めず、経営者の考え方の変化や、専門家チームとのやり取り、意見の相違から腹落

ちするまでのプロセス等を詳細に纏め、分かりやすく公衆に示すことにより、“稼ぐ力”

の向上に貢献する。 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 



第六期中期目標（変更案） 第六期中期目標（現行） 

定新需要開拓事業者に対して助言を行うにあたっては、既存のリソース及びこれまで蓄

積してきた支援ノウハウを活用し、当該事業者の経営戦略の方向性も踏まえながら、知

財の活用や課題解決に資する助言を行い、イノベーション促進に貢献する。 

指標１－１０：工業所有権の保護及び利用を図るための助成事業については、ＩＮＰＩＴの既存の支

援施策とのシナジーによる知財の戦略的活用支援の強化と、効率的な事業実施の両立

を考慮しつつ、ワンストップ知財支援の実現及びイノベーション促進に貢献する。 

＜留意事項・想定される外部要因＞ 

（略） 

＜指標水準の考え方＞ 

（略） 

＜重要度高・困難度高の設定理由＞ 

（略） 

２．知財エコシステムを支える産業財産権情報インフラの整備とその利活用 
（略） 

３．知財エコシステムを支える人材育成 
（略） 

４．世界最速・最高品質審査を始めとする特許行政への貢献 
（略） 

Ⅳ 業務運営の効率化に関する事項 
（略） 

Ⅴ 財務内容の改善に関する事項 
（略） 

Ⅵ その他業務運営に関する重要事項 
（略） 

（以上） 

（新設） 

＜留意事項・想定される外部要因＞ 

（略） 

＜指標水準の考え方＞ 

（略） 

＜重要度高・困難度高の設定理由＞ 

（略） 

２．知財エコシステムを支える産業財産権情報インフラの整備とその利活用 
（略） 

３．知財エコシステムを支える人材育成 
（略） 

４．世界最速・最高品質審査を始めとする特許行政への貢献 
（略） 

Ⅳ 業務運営の効率化に関する事項 
（略） 

Ⅴ 財務内容の改善に関する事項 
（略） 

Ⅵ その他業務運営に関する重要事項 
（略） 

（以上） 



第六期中期目標（変更案） 第六期中期目標（現行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第六期中期目標（変更案） 第六期中期目標（現行） 




